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設置変更許可申請書 添付書類三の記載内容について 

 

 

１. 変更の工事に要する資金の額 

  本変更に係る所内常設直流電源設備（３系統目）の設置工事に要する資金は約

53億円である。 

本変更に係る特定重大事故等対処施設の設置工事に要する資金は，約 1,200億

円である。 

 

２．変更の工事に要する資金の調達計画 

変更の工事に要する資金については、自己資金、社債及び借入金により安定的

に確保していく。 

 


